
 

交付申請に必要な書類のチェックリスト 

（１）＜検討・設計補助＞、＜整備＞共通 

No. 提出書類 備考 ☑ 

１ 第 1号様式 補助金交付申請書 【必須】 
 

２ 
建物の登記事項証明書等（全部事項）の写

し 

【必須】交付申請日前６か月以内に取得し

たもの※1 

 

３ 

（補助対象者が管理組合の場合、【必須】） 

対象登録マンションの区分所有者を代表

する立場であることを確認できる書類 
代表者選任についての議事録等 

 

本補助金を申請する旨の意思決定が確認

できる書類 
意思決定についての議事録等 

 

４ 補助対象経費の見積書 

【必須】要綱第６条に示す経費の区分ごと

の明細の記載及び見積を行った事業者の社

印（又は社印と同等の効力を有する確認行

為）を要する。 ※2 

 

５ 
補助対象事業を委託する予定の一級建築

士又は二級建築士の資格証の写し 

【必須】 

一級建築士免許証明書又は二級建築士免許

証明書の写し等 

 

６ 第６様式の１又は第６様式の２ 確認書 【必須】 

７ 
(期限までに実績報告ができない見込みであり、全体設計承認を希望する場合、【必須】) 

第４号様式 全体設計承認申請書 ※3  

 （交付申請手続きを手続き代行者に委任する場合、【必須】） 

８ 委任状 参考様式あり 
 

９ 印鑑証明 委任状の(申請者)の印影と同じもの 
 

上記のほか、確認に必要な書類の提出を追加で依頼する場合がございます。 

 

（２）＜検討・設計補助の額確定後、整備補助の申請をする場合、（１）に加え【必須】＞ 

10 倉庫、収納設備の仕様が確認できる書類 

・既製品の場合 

仕様書、カタログの写し 

・室として区画又は棚等を造作する場合 

工事図面（平面図、断面図、展開図、造作図）

等 

 

11 
補助対象設備設置図面、位置図、現況写
真 

・工事計画図面  

・設置場所を示す位置図 等 
 

 

 



 

（３）＜初回の申請が整備補助の場合、（１）、（２）に加え【必須】＞ 

12 
備蓄倉庫の検討・設計の実施が確認でき
る書類 

備蓄倉庫整備検討書（参考様式あり） 
 

13 確認申請が必要な場合 

・確認申請書類の写し 

・確認済証 
 

 

（４）＜倉庫を屋外に整備する場合、【必須】＞ 

14 土地の権利関係を明らかにした書類 登記事項証明書の写、土地使用承諾書等  

 

＜整備補助に申請し、補助対象者が管理組合の場合、【必須】＞ 

15 共用部へ備蓄倉庫を設置する旨の意思決
定が確認できる書類 

意思決定の議事録等  

※1 原則として代表者の登記事項証明書の写し。建物名が確認できない場合、追加で建物の所在
を確認できる書類(ブルーマップなど)の提出を依頼する場合がございます。 

※2 申請から交付決定までは手続きの時間がかかります。十分な見積期限のある見積を貰ってく
ださい。金額が変更となっている場合は、変更手続きなどをお願いする場合があります。 

※3 全体設計承認を受けた場合は、各年度で交付申請書の提出が必要です。全体設計承認は次年
度の支払いを必ずお約束するものではありませんので、ご注意ください。 

  


